
「第３次明石市農業基本計画素案」に関する意見公募の結果について 

 

１ 意見募集の概要 

（１） 募集内容 

 第３次明石市農業基本計画素案に関すること 

（２） 募集期間 

 2024年（令和６年）12月 27日（金）から 2025年（令和７年）１月 27日（月）まで 

（３）応募方法 

 電子申請、電子メール、ＦＡＸ、郵送 

 

２ 意見公募の結果 

 ４名の方から７件のご意見をいただきました。 

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 未回答 

  １   １ ２  

 

３ ご意見の概要及び市の考え方 

 寄せられたご意見及び市の考え方については以下のとおりです。 

 ※ご意見は趣旨を損なわないよう要約しております。 

 ご意見の概要 市の考え方 

１ 

日本の農業の将来は、少子高齢化、地球温暖化、

国際情勢などの変化からますます厳しいものにな

り、農業の規制緩和をさらに進めるなど国策の方

向性が最重要です。 

 このような中で、この農業基本計画は市民にと

って、食育や景観、地域環境、防災などにかかる

興味深いもので 10年後の明石の農業がもっと元気

になり身近で親しみやすいものになればと思いま

す。 

 本計画にある３つの考え方と５つの戦略はいず

れも持続可能な農業をしていくための重要な骨格

を成しており、施策体系も理想的な内容だと思い

ます。また、10年後の指標値も掲げられ、目標設

定も十分だと思います。市民や農業者へのアンケ

ートも詳しく分析され現状と課題が良く理解でき

ました。 

 一方で、今後従事者の高齢化等によりさらに厳

しい状況が続いていくので、従事者、行政機関、

農協、営農組織などの緊密な連携と創意工夫、予

算や人材の確保、推進体制の確立が必要です。今

後 10年間の施策実現のための具体的なアクション

プランなども検討し、明石市の地域特性を踏まえ

た選択と集中により、「まもり」、「活かし」、「次代

へつなぐ」ことで明石の農業が発展してくことを

期待します。  

ご指摘のとおり、農業従事者の高齢化や担い手

不足により、農業を取り巻く環境は一段と厳しく

なっています。国では、食料・農業・農村基本法

が改正され、生産性の向上・付加価値の向上・環

境負荷低減等が国内農業生産の方向性とされてお

ります。また、集落ごとに農業の在り方や、目指

すべき将来の農地利用の姿を明確にする「地域計

画」の策定を行うことになりました。 

本市においても現状の課題や問題点を踏まえ、

持続可能な農業を実現するため「第３次農業基本

計画」の策定を行っているところです。本計画に

おいては、「市民も農業者も笑顔になる持続可能な

農業プラン」を基本理念とし、５つの戦略に沿っ

て 24の施策体系を設定しています。 

計画の遂行にあたっては、農業者をはじめ、市

民、農協、行政などが相互に連携しながら、方向

性を共有し、より効率的・効果的な施策の実施に

努めてまいります。また、進行管理についても、

必要に応じて、施策の進行を点検、管理したいと

考えています。 



２ 

今回明石の農業基本計画を策定するにあたり、

本当に農業の未来はあるのでしょうか。 

アンケート結果や現状と課題を読む限りは、決

して明るい将来には見えないし簡単な事ではない

と思いました。 

農業従事者の平均年齢が 70歳を超えるなど、市

としても現状の厳しい状況は認識しています。一

方で、一部地域では、若手農業者をはじめ、認定

農業者が創意工夫をしながら農業経営を行ってい

ます。今後も後継者・担い手対策として、新規就

農者の育成、認定新規就農者、認定農業者への支

援を進めるとともに、ため池等の管理とも連動す

る水田農業（稲作）を維持するため、集落営農組

織をつくること等に加え、消費地に近い立地条件

を活かし、キャベツ、ブロッコリー、イチゴなど

付加価値の高い農作物を作っている専業農家を応

援する施策を推進します。 

３ 

明石の農業を守る上では、既存の農業者だけ
でなく、市内外を問わず新規就農者や企業の誘
致を考えるべきだと思います。 

 本市の各集落においては、農業従事者の高齢化、

担い手不足の状況にもかかわらず親族や同じ集落

のお知り合いの方以外の新規就農者や生産法人を

新たに受け入れることに抵抗を覚える方が多く農

地の流動化がすすんでいないことが課題の１つで

す。当然、所有者や集落のご意向が大前提ではあ

りますが、各集落で策定する地域計画をもとに農

地中間管理機構などの制度も有効に活用しながら

適切な農地の貸し借りをすすめてまいります。 

４ 

基本的な考え方Ⅰ『持続可能な農業を確立する』

の実現には儲かる農業が基本です。明石の地理、

主産物、消費者動向等を考えると都市近郊型農業

に注力することが重要だと思います。 

 本市においては、温暖な気候と阪神圏に近い地

理的条件を背景に、都市近郊型農業としてキャベ

ツやブロッコリー、イチゴやスイートコーン、軟

弱野菜など栽培体系が確立されております。 

 今後も、地理的な特性と明石の強みを活かしな

がら、農協や県などと連携し都市近郊型の農業の

維持発展に努めてまいります。 

５ 

基本的な考え方Ⅱの「『水』をはじめとした『環

境』と調和する」の中で、稲作を継続するのであ

ればため池の保全は重要です。また多面的機能を

強調するのであれば、それぞれの関係者がもっと

維持管理に積極的に参加すべきだと思います。 

明石市の農業と良好な環境を維持しているため

池の保全は重要であると認識しております。ため

池を次世代に引き継いでいくため、水源のかん養、

景観形成、防災等、ため池が持つ多面的機能の市

民への啓発を行うとともに、「いなみ野ため池ミュ

ージアム」などと連携し、市民の参画や関係団体

の協働活動を支援します。 

６ 

基本的な考え方Ⅲ『市民との「共創」により明

石市全体を豊かにする』について、直売所、イベ

ント出展、スーパーでの明石市産コーナーに加え

ネット販売も充実させ、市民との接点をつくるこ

とが必要だと思います。また市民が年間を通して

明石市産を食べる仕組みなど、明石の農家の顔や

農業が見える化することが必要です。 

市民アンケート等からも明石市産農産物に興味

を持っておられる市民が多くそのニーズは高いと

認識しております。農業従事者と高齢化や担い手

不足により増産することは厳しい状況ですが、市

の広報やＳＮＳ等を活用し、明石市産品や農業に

関する情報発信を強化してまいりたいと考えてい

ます。 

７ 

本市の農業の衰退の原因は、生産効率の低さに

よる低収入から農業に魅力がなくなり、農業継承

が不可能となっています。対策として、農地の集

約化、経営規模の拡大、需要に応じた商材の生産

と流通、６次産業化の推進、観光農園の創設など

が挙げられます。 

 本市の農業の現状や課題を踏まえ、「市民も農業

者も笑顔になる持続可能な農業プラン」を基本理

念とし、５つの戦略に沿って 24の施策体系を設定

しています。その中で農地の集積化支援、ほ場整

備、施設整備等の支援、野菜生産振興の推進、農

商工連携や６次産業化の推進などご提案いただい

た内容は盛り込んでおりますので、関係機関と連

携しながら各種施策を推進してまいります。 



 


